
 

 

２０２０年度事業報告書 

（自 2020 年４月１日 至 2021 年 3 月 31 日） 

 

法人の名称  特定非営利活動法人 平塚市精神障害者地域生活支援連絡会 

 

１ 事業の成果 

  平塚市・大磯町・二宮町の地域で生活する精神障がい者が自立した生活を営み、社会参

画することを促進するための多様な活動を行うことを目的としていたが、本年度は新型コ

ロナウィルスの影響で、ほっとステーション平塚の事業運営以外の活動を自粛せざるを得

なかった。 

  ほっとステーション平塚では、原則として平塚市の地域で生活する精神障がい者及び、

家族を対象にして平塚市障害者地域生活相談支援センター事業（平塚市障害者相談支援事

業、平塚市地域活動支援センター事業・指定特定相談支援事業・指定一般相談支援事業の

総称）を実施し、多様な日常生活の支援、相談等のサービスを実施した。 

 

２ 事業内容 

（１）特定非営利活動に係る事業 

①相談支援事業 

・ 内 容  

           平塚市障害者地域生活相談支援センターほっとステーション平塚を運営し、

障害者総合支援法に基づく､障害者相談支援事業を行った。（詳細は、「平塚

市障がい者相談支援センターほっとステーション平塚２０２０年度事業報

告」参照） 

 

［相談支援事業］ 

   面接・訪問・電話・同行支援により、生活スキル、対人関係、公的手

続等の日常的な問題、個々人の悩み、不安、孤独感の解消を図るための

相談、助言等を行った。 

   その他、障害支援区分認定調査、サービス等利用計画作成などを行っ

た。また、住宅、就職、公共サービス等の生活情報の提供を行うと共に、

サービス利用等の調整等の支援を行った。 

 

［関係機関連携］ 

   平塚市自立支援協議会への参画および神奈川県精神障害者地域移行・

地域定着支援事業の実施を通じて、医療機関・福祉事務所・保健所及び



 

 

福祉サービス事業所等との連携を図り、サービス利用等の調整、ケア会

議等を行った。その他、湘南西部障害保健福祉圏域自立支援協議会、差

別解消地域支援協議会、高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議な

どへの参加を通じ、地域づくりの促進を図った。 

 

・ 日 時 

通年の事業として実施した。 

事業所の開設日：原則月曜日から金曜日および第２第４土曜日         

事業所の開設時間：原則９時３０分から１８時３０分 

 

・ 場 所 

       平塚市老松町２－１９ 読売高野ﾋビル ５０１号室 

 

・従事者 

          管理者１名（相談員と兼務）・相談員６名（内 1 名は管理者と兼務、５名は

地域活動支援センター事業と兼務・相談支援専門員、精神保健福祉士、社会

福祉士、介護支援専門員） 

 

・ 利用者     精神障がいのある方、又はそのご家族等 延１０，５９９人 

 

・ 支出額     ２３，１４９，９０３円 

 

 

②地域生活支援事業  

・内 容 

 平塚市の地域活動支援センター事業実施要綱をもとに、以下の事業活動を

行った。（詳細は、「平塚市障がい者相談支援センターほっとステーション平

塚２０２０年度事業報告」参照） 

 

［日常生活の支援］ 

  日中活動の場を確保することにより、他者との交流の機会を提供した。

また、食生活や対人関係の構築などの日常生活に即した課題についての体

験の機会を提供し、生活機能の維持・向上を図った。 

          他の事業所や社会資源に関する情報提供や利用支援を行い、個々人のライ

フプランにおけるステップアップの場としての機能も有している。 

 

・ 日 時    

          通年の事業活動とし、週５日、原則として１０時から１６時まで開所 



 

 

した。 

 

・場 所  

   平塚市老松町２－１９ 読売高野ビル５０２号・５０３号室 

 

・ 従事者人員  

 管理者１名（相談支援事業と兼務）活動支援員６名（内５名は相談支援事

業と兼務・精神保健福祉士、社会福祉士） 

 

・ 利用者    精神障がいのある方  延２，８９２人 

  

・ 支出額    １３，５８８，１７０円  

 

（３）精神保健福祉の充実及び促進に関する事業 

    ①広報活動 

・ 内 容  

      毎月１回、ほっとステーション平塚の活動予定表を作成し、当事者およ

び関係機関に E-Mail や郵送にてお届けした。また、法人およびほっとス

テーション平塚のホームページを開設し、活動予定表などを随時更新して

いる。  

 

・ 従事者      ３名 

 

・ 対象者   

地域活動支援センター利用者、精神保健福祉手帳の交付を受けている方、

会員、関係機関、精神保健福祉に関心のある市民等。 

 

・ 支出額       月額５，０００円 

 

②普及啓発活動 

・ 内 容       

    例年、講師として参加している、精神保健福祉ボランティア養成講座は、  

本年度は開催されなかった。 

    

    ③事業所運営のための法律相談促進事業 

・ 内  容 

     精神保健福祉に関する分野に精通した弁護士と、法人として顧問契約を 

結び、会員がそれぞれの事業所の利用者の支援や事業所運営にも活用できる



 

 

ように、法律相談の体制を整えている。今年度には利用者からの苦情に関す

ることについて、１件の相談を行った。 

 

     ・ 日 時      随時（E-Mailによる相談受付） 

               

・ 従事者     １名 

 

・ 対象者      会員事業所 

 

・ 支出額      月額１０，８００円 

 

 

（４）調査研究及び研修事業 

 ①地域精神保健福祉研究会議（定例会・要望活動） 

      ・内 容  

                 本年度は、新型コロナウィルスの影響で、定例会を行うことができなかっ

た。平塚市への要望活動については、地域活動支援センターを行う会員事業

所に新型コロナウィルスの影響を確認した上で、平塚市事業である地域活動

支援センターに関する要望書を作成し、提出した。 

 

      ・日 時     要望書提出 ：６月２２日 

 

・支出額     ０円 

 

②障害福祉サービス、地域生活支援事業など職員研修 

     ・内 容 

本年度は、新型コロナウィルスの影響で研修会を開催することができなか

った。 

             

（５） 交流事業 

・内 容 

本年度は、新型コロナウィルスの影響で交流会を開催することができなか

った。 

    

（６）その他、第 3 条の目的を達成するために必要な事業 

       特になし 

 

 



 

 

＊ほっとステーション平塚の新型コロナウィルス感染拡大防止の取り組み  

            

１．行動マニュアル、事業継続計画等の策定       

（１）職員の行動指針の策定：感染防止のための行動、利用者・職員・それらの者の家族

などに感染の疑いがある者が出た場合の行動マニュアルを作り、また、随時見直しを

行った。 

（２）BCP（事業継続計画）の策定：感染が拡大した状況においても、当法人として行う

べき最低限の業務と、その業務を行うための職員体制の在り方などを明示した。 

           

２．委託相談支援事業・計画相談支援について      

（1）ハード面の整備：相談室に空気清浄機とパーテーションを設置した。 

（2）相談室の除菌、相談者の検温などの徹底を行った。"    

           

３．地域活動支援センターについて        

（１）ハード面の整備：所内に空気清浄機を増設。パーテーションを設置した。 

（２）プログラムの変更：３密を避けることのできるように、プログラムの内容を変更し

た。 

（３）部屋や備品の除菌、利用者の検温などの徹底を行った。"   

            

４．緊急事態宣言期間の事業所運営について       

緊急事態宣言期間においては、BCP（事業継続計画）に沿った事業運営を行った。 

 施設長を除く職員を２班に分け、事業所に出勤する者と在宅での職務を主とする者に

分け、職員同士が濃厚接触者にならないようにした。 

    相談支援事業においては、電話受付の担当者が減るため、電話相談の受付時間を 

１０時～１７時に縮小した。面談・訪問・同行などは、９時３０分～１８時３０分の通

常通りの開設時間で事業を継続した。また、訪問先での滞在時間を短くしたり、一部の

モニタリングを電話での様子の確認に留めるなど、相談対応を縮小せざるを得なかった。 

 地域活動支援センターにおいては、全てのプログラムは中止し、フリースペースとし

て居場所の提供を継続した。また、この期間においては体験利用の受け入れを休止した。

        


